
 

 

 

 

 

ヘルメットの販売と自転車点検について 
若葉の緑も日増しに濃くなる季節になりましたが、皆様におかれましては益々ご清祥のことと拝察 

申し上げます。 

  さて、子ども達もすっかり学校生活に慣れ、放課後などの活動も活発に広がっているようですが、 

 交通量一層多くなり、スピードを上げる車も見受けられます。 

 子ども達の安全の事を思うと、ヘルメットの販売と自転車点検は今後も必要かと思います。 

しかしながら道路交通法の改正により児童のヘルメット着用は保護者の努力義務である事は周知の通 

りとなっており、自転車購入時に一緒に購入される方が増えてきたのも事実です。そこで今年はヘル 

メット販売については学校では販売せず、各ご家庭で購入して頂きたいと思います。例年学校販売で 

お世話になっております萩原モータース様に全面協力をお願いし、安全なヘルメットを安くお譲りし 

て頂けるように致しました。この機会ですのでぜひお買い求めいただけたらと思います。 

 また、自転車点検につきましては、保護者の皆様に子どもの交通への責任や関心をより高めてもらう 

 と共に親子のふれあいを願いまして各ご家庭で点検して頂く事と致しました。 

 そこで、別紙の自転車点検に沿って実施していただくと同時に、子どもたちの日頃の自転車の乗り方 

 について聞いたり、交通安全について考える機会にしていただけたらと思います。詳細につきまして 

 は事前に配布された手紙及び別紙安全点検表を使用して頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 
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知っておきたい乗車用ヘルメットの使用限度

とは！ 

ヘルメットは製造後時間が経つにつれ、緩衝材や外殻

が劣化してきます。乗車に使用していれば劣化は早い

ですが、使わずに保管していても経年劣化は進行しま

す。しかし、見た目ではその劣化状況はわかりませ

ん。ヘルメットの有効期限は SG 規格において 3 年間

と定められており、多くのメーカーでは概ね使用開始

後３年間としており、期限を越えたものは取り替えるよ

う勧めています。 

※詳しくはメーカー（ブリジストンサイクル） HP

（http://www.bscycle.co.jp/）もしくは取り扱い説明書

等参照してください 

道路交通法の一部改正【自転車の安全利用の推進】

≪平成 20年 6月 1日より施行≫ 

道路交通法の改正により自転車乗車用ヘルメット

に関する規定で「児童又は幼児を保護する責任の

ある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させる時

は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努める」と

されました。 

ヘルメットの傷、割れ 

このまま使用すると危険です！！ 


